
ＵＲが実施できる事業の変遷ＵＲが実施できる事業の変遷

（独）都市再生機構都市基盤整備公団住宅・都市整備公団

H7.2 整理合理化計画 H15.5＆6(独)都市再生機構法案に対する附帯決議

H9.6 整理合理化計画 H13.12 整理合理化計画 H19住宅セーフティネット法案に対する付帯決議

（独）都市再生機構
（H16.7～ ）

都市基盤整備公団
（H11.10～H16.6）

住宅 都市整備公団
（S56.10～H11.9）

業 務分
野

○賃貸住宅スト クの再生 活用 ○高額家賃物件売却検討
○ストック再生・再編方針策定 ○地方公共団体への譲渡等協議

賃貸住宅管理

○建替、再開発支援等に限定 ○PPPによるストック活用等

○賃貸住宅ストックの再生・活用 ○高額家賃物件売却検討

○市場家賃の導入

○入居者の同意を得て住棟単位で売却

○管理業務の民間活用 ○住宅ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄとしての役割の充実
○規模の適正化

住

賃貸住宅建設

分譲住宅建設

○新規建設撤退(民間の賃貸住宅供給を支援）

○ファミリー向け、
都心居住、 高齢者向け等

○新規着手から直ちに撤退 ⇒経過措置分１６年度完了

⇒経過措置分１９年度完了宅

再開発・区画整理
土地有効・防災公園

分譲住宅建設 ○新規着手から直ちに撤退 ⇒経過措置分１６年度完了

○土地有効利用事業（ )

○公共団体のまちづくり支援

○都市再生を図るものに限定
○フルセット型からバックアップ型へ転換
→民間の事業機会の創出
→コーディネート、基盤整備により条件整備

○上物整備に民間の活用

○中心市街地活性化支援（H18)

○基盤整備を伴うもの

都
土地有効・防災公園

（都市再生）
○土地有効利用事業（H10)

○防災公園街区整備事業（H11)
○防災街区
整備事業
（H15) ○密集事業の促進支援（H19)

○中心市街地活性化支援（H18)

⇒供給・処分完了

○事業実施の基準の明確化

○新しい実施基準の策定（Ｈ23）

市

特定公園施設整備

ニュータウン開発

○H１３以降新規着手ゼロ
○新規着手から撤退

⇒工事25年度完了
完了大幅前倒し○ニュータウン開発事業からの撤退

処分 年度完了

⇒供給 処分完了
(30年度）

≪２０年を１０年に≫
（H17)

Ｎ
Ｔ
等

H11 H16 H25 H30

鉄 道

（国営公園有料施設）

○民間鉄道事業者へ事業譲渡(北総鉄道）

⇒処分30年度完了

鉄
道

3


